
   

26 日 獣 発 第 150 号 

平成 26 年 8 月 26 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

公益社団法人 日本獣医師会 

会 長  藏 内 勇 夫 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部改正について 
 

このことについて、平成26年8月20日付け26消安第2322号及び自総発第1408201

号をもって、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長及び環境省自然環境局総務

課長の連名で別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知方よろしくお願いい

たします。 

このたびの通知は、①「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正す

る省令」（平成 26 年農林水産省令・環境省令第3 号）が、平成 26年 8月 20 日付で公

布されたこと、②改正の内容については、別添のとおりであること、③当該省令は、

平成 27年 2月 20日から施行されること、の 3点について留意の上、本会会員に周知

の徹底を依頼されたものです。 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 笹川 

TEL  03－3475－1601 
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